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（ 開議時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  挨拶をします。ご苦労さまです。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、１番、下屋敷幸

男君及び９番、姉帯春治君を指名します。 

  次に、日程第２、請願第３号、令和４年度の水

田活用の直接支払交付金の見直しに関する請願

及び日程第３、請願第４号、ゆたかな学びの実現・

教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率

の引き上げをはかるための 2023 年度政府予算に

係る意見書採択を求める請願書について、輝くふ

るさと常任委員会に審査を付託しておりました

ので、輝くふるさと常任委員長の審査報告を求め

ます。輝くふるさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  令和４年７月１日に本委員会に付託された事

件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛

巻町議会総合条例第 87 条第１項の規定により報

告します。 

  初めに、請願第３号、令和４年度の水田活用の

直接支払交付金の見直しに関する請願について、

７月５日、本会議場において、委員全員出席の上、

慎重に審査しました。その結果、請願第３号、令

和４年度の水田活用の直接支払交付金の見直し

に関する請願については、賛成全員をもって、採

択すべきものと決定しました。 

  次に、請願第４号、ゆたかな学びの実現・教職

員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引

き上げをはかるための 2023 年度政府予算に係る

意見書採択を求める請願書について、同日、本会

議場において、委員全員出席の上、慎重に審査し

ました。その結果、請願第４号、ゆたかな学びの

実現・教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度

負担率の引き上げをはかるための 2023 年度政府

予算に係る意見書採択を求める請願書について

は、賛成全員をもって、採択すべきものと決定し

ました。 

  以上のとおり報告いたします。令和４年７月６

日、輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。請願第３号及び請願第４号は、

輝くふるさと常任委員会で質疑を終わっていま

すので、質疑、討論を省略し、採決に入りたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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  異議なしと認めます。 

  これより請願第３号、令和４年度の水田活用の

直接支払交付金の見直しに関する請願を採決し

ます。この採決は起立によって行います。 

  この請願に対する委員長の報告は採択すべき

ものであります。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、請願第３号、令和

４年度の水田活用の直接支払交付金の見直しに

関する請願は、委員長報告のとおり採択すること

に決定しました。 

  次に、請願第４号、ゆたかな学びの実現・教職

員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引

き上げをはかるための 2023 年度政府予算に係る

意見書採択を求める請願書を採決します。この採

決は起立によって行います。 

  この請願に対する委員長の報告は採択すべき

ものであります。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、請願第４号、ゆた

かな学びの実現・教職員定数改善・義務教育費国

庫負担制度負担率の引き上げをはかるための

2023 年度政府予算に係る意見書採択を求める請

願書は、委員長報告のとおり採択することに決定

しました。 

  次に、日程第４、議案第 27号、令和４年度葛巻

町一般会計補正予算（第１号）から日程第 10、認

定第２号、令和３年度葛巻町水道事業会計決算の

認定についてまでの７議案について、輝くふるさ

と常任委員会に審査を付託しましたので、輝くふ

るさと常任委員長の審査報告を求めます。輝くふ

るさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第

157条の規定により報告します。 

  議案第 27 号、令和４年度葛巻町一般会計補正

予算（第１号）、審査の結果、賛成全員をもって

原案可決。議案第 28号、老人福祉センター条例を

廃止する条例、審査の結果、賛成全員をもって原

案可決。議案第 29号、葛巻町新庁舎建設工事（１

期・建築工事等）の変更請負契約の締結に関し議

決を求めることについて、審査の結果、賛成全員

をもって原案可決。議案第 30号、葛巻町新庁舎建

設工事（１期・電気設備工事）の変更請負契約の

締結に関し議決を求めることについて、審査の結

果、賛成全員をもって原案可決。議案第 31号、町

道路線の認定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。認定第

１号、令和３年度葛巻町国民健康保険病院事業会

計決算の認定について、審査の結果、賛成全員を

もって原案認定。認定第２号、令和３年度葛巻町

水道事業会計決算の認定について、審査の結果、

賛成全員をもって原案認定。 

  以上のとおり報告いたします。令和４年７月６
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日、輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。議案第 27 号から認定第２号ま

での７議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑を

終わっておりますので、質疑を省略し、討論、採

決に入りたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  次に、日程第４、議案第 27号、令和４年度葛巻

町一般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  ないようでありますので、これで討論を終わり

ます。 

  これから議案第 27 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 27号、令和

４年度葛巻町一般会計補正予算（第１号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第５、議案第 28号、老人福祉センタ

ー条例を廃止する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 28 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 28号、老人

福祉センター条例を廃止する条例は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第 29号、葛巻町新庁舎建

設工事（１期・建築工事等）の変更請負契約の締

結に関し議決を求めることについてを議題とし

ます。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  議案第 29 号を採決します。この採決は起立に

よって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 29号、葛巻
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町新庁舎建設工事（１期・建築工事等）の変更請

負契約の締結に関し議決を求めることについて

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第７、議案第 30号、葛巻町新庁舎建

設工事（１期・電気設備工事）の変更請負契約の

締結に関し議決を求めることについてを議題と

します。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 30 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 30号、葛巻

町新庁舎建設工事（１期・電気設備工事）の変更

請負契約の締結に関し議決を求めることについ

ては、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第８、議案第 31号、町道路線の認定

に関し議決を求めることについてを議題としま

す。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 31 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 31号、町道

路線の認定に関し議決を求めることについては、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第９、認定第１号、令和３年度葛巻

町国民健康保険病院事業会計決算の認定につい

て及び日程第 10、認定第２号、令和３年度葛巻町

水道事業会計決算の認定についての２議案を一

括議題とします。 

  お諮りします。認定第１号及び認定第２号の議

案については、一括討論を行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

（ 「なし」の声あり ） 

  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから採決に入ります。採決は起立によって

行います。 

  認定第１号、令和３年度葛巻町国民健康保険病

院事業会計決算の認定について、本案に対する委

員長の報告は認定とするものです。委員長の報告

のとおり認定することに賛成の方は起立願いま



 

 

- 5 - 

 

す。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第１号、令和

３年度葛巻町国民健康保険病院事業会計決算の

認定は、委員長報告のとおり認定することに決定

しました。 

  次に、認定第２号、令和３年度葛巻町水道事業

会計決算の認定について、本案に対する委員長の

報告は認定とするものです。委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第２号、令和

３年度葛巻町水道事業会計決算の認定について

は、委員長報告のとおり認定することに決定しま

した。 

  次に、日程第 11、発委第１号、令和４年度のコ

メ政策に関する意見書の提出についてを議題と

します。 

  お諮りします。本発委案は、輝くふるさと常任

委員会から提出された案件でありますので、提案

理由の説明、質疑、討論を省略し、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより発委第１号を採決します。この採決は

起立によって行います。発委第１号、令和４年度

のコメ政策に関する意見書の提出については、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、発委第１号、令和

４年度のコメ政策に関する意見書の提出につい

ては、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第 12、発委第２号、教職員定数の改

善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見

書の提出についてを議題とします。 

  お諮りします。本発委案は、輝くふるさと常任

委員会から提出された案件でありますので、提案

理由の説明、質疑、討論を省略し、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより発委第２号を採決します。この採決は

起立によって行います。発委第２号、教職員定数

の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る

意見書の提出については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、発委第２号、教職

員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充

に係る意見書の提出については、原案のとおり可

決されました。 

  次に、日程第 13、議員派遣の件についてを議題

とします。 

  お諮りします。葛巻町議会総合条例第 121条第

１項の規定により、議員派遣の件に記載されてい

るとおり、議員を派遣したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
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（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議員派遣の件については、記載の

とおり派遣することに決定しました。 

  以上で本日の日程は全て終了し、本定例会議に

付された事件は全部終了しました。 

  お諮りします。議事の都合により、７月７日か

ら８日までの２日間を休会としたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。したがって、７月７日か

ら８日までの２日間を休会とすることに決定し

ました。 

  これで令和４年葛巻町議会７月定例会議を終

了します。 

  次回は、９月第１金曜日の２日に再開すること

とします。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １３時５１分 ） 


